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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年10月6日(2016.10.6)

【公表番号】特表2016-512651(P2016-512651A)
【公表日】平成28年4月28日(2016.4.28)
【年通号数】公開・登録公報2016-026
【出願番号】特願2016-500984(P2016-500984)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ   33/04     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/42     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月16日(2016.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　下記の表１は、前で開示した１以上の実施形態を用いた実験データからの例を示す。堆
積は、カリフォルニア州サンタクララにあるアプライドマテリアルズ社から入手可能なＡ
ＫＴ－５５００　ＰＸ　ＰＥＣＶＤチャンバ内で実行され、処理された基板のｓｃｃｍ／
ｃｍ２で統一された。本明細書に記載される実施形態は、異なるサイズの基板及び異なる
サイズのチャンバを補償するために拡大又は縮小させることができると理解されるべきで
ある。以下に記載される例の各々に示されるように、堆積パラメータ（例えば、流量、温
度、及び圧力）は、Ｎ２Ｏ流量を除いて同じに維持された。
【表１】

【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたＯＬＥＤ構造と、
　ＯＬＥＤ構造及び基板の露出面上に形成された１以上の無機層を含む、ＯＬＥＤ構造上
に形成された多層封止層であって、１以上の無機層のうちの少なくとも１つは、酸素ドー
プされた窒化ケイ素を含む多層封止層とを含むＯＬＥＤデバイス。
【請求項２】
　無機層の水蒸気透過率は、１００ｍｇ／ｍ２・日未満である、請求項１記載のＯＬＥＤ
デバイス。
【請求項３】
　ＯＬＥＤ構造は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、及び電子注入層を含
む、請求項１記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項４】
　１以上の無機層は、窒化ケイ素を含み、－２×１０９ダイン／ｃｍ２～－０．１×１０
９ダイン／ｃｍ２の応力を有する、請求項１記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項５】
　１以上の無機層は、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）、酸化ケイ素（ＳｉＯ）、炭化ケイ素（
ＳｉＣ）、又はそれらの組み合わせを更に含む、請求項１記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項６】
　基板上に形成されたＯＬＥＤ構造と、
　ＯＬＥＤ構造上に形成された多層封止層であって、
　　ＯＬＥＤ構造及び基板の露出面上に形成された第１無機層と、
　　第１無機層上に形成された１以上の有機層と、
　　１以上の有機層のうちの少なくとも１つの上に形成された１以上の第２無機層であっ
て、１以上の第２無機層のうちの少なくとも１つは、酸素含有ガスでドープされた窒化ケ
イ素を含む１以上の第２無機層とを含む多層封止層とを含むＯＬＥＤデバイス。
【請求項７】
　酸素含有ガスは、亜酸化窒素である、請求項６記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項８】
　酸素含有ガスは、一酸化窒素、又はオゾンである、請求項６記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項９】
　無機層の水蒸気透過率は、１００ｍｇ／ｍ２・日未満である、請求項６記載のＯＬＥＤ
デバイス。
【請求項１０】
　ＯＬＥＤ構造は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、及び電子注入層を含
む、請求項６記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項１１】
　１以上の第２無機層のうちの少なくとも１つは、窒化ケイ素を含み、－２×１０９ダイ
ン／ｃｍ２～－０．１×１０９ダイン／ｃｍ２の応力を有する、請求項６記載のＯＬＥＤ
デバイス。
【請求項１２】
　１以上の第２無機層は、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）、酸化ケイ素（ＳｉＯ）、炭化ケイ
素（ＳｉＣ）、又はそれらの組合せを更に含む、請求項６記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項１３】
　第１無機層は、無機窒化物又は無機酸化物層である、請求項６記載のＯＬＥＤデバイス
。
【請求項１４】
　１以上の第２無機層は、無機窒化物又は無機酸化物層である、請求項６記載のＯＬＥＤ
デバイス。
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